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災
者
生
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再
建
支
援
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政
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定
め
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自
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災
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（
厚
政
課
）
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県
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

野
島
区
域

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
川
上
字
笹
尾
一
三
〇
五
七
の
二
か
ら
一
三
〇
五
七
の
八
ま
で
、
一
三
〇
五
七
の
一
〇
か
ら
一

三
〇
五
七
の
一
六
ま
で
、
一
三
〇
五
七
の
一
八
、
一
三
〇
五
七
の
一
九
、
一
三
〇
五
七
の
二
一
か
ら

一
三
〇
五
七
の
二
四
ま
で
、
一
三
〇
五
七
の
二
六
か
ら
一
三
〇
五
七
の
二
九
ま
で
、
一
三
〇
五
七
の

三
一
、
一
三
〇
五
七
の
三
二
、
一
三
〇
五
七
の
三
六
、
一
三
〇
五
七
の
四
四
か
ら
一
三
〇
五
七
の
四

八
ま
で
、
字
奈
古
屋
狼
谷
一
三
〇
五
七
の
三
三
か
ら
一
三
〇
五
七
の
三
五
ま
で
、
字
奈
古
屋
下
一
三

〇
六
八
の
二
、
一
三
〇
六
八
の
一
四
、
一
三
〇
六
八
の
一
七
、
一
三
〇
六
八
の
一
八

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

一

山 口 県 報 （定期） 第 432 号令和５年８月25日 金曜日














目

次
















岩
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市
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岩
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の
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三
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の
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、
一
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六
の
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一
〇
二
〇
九
、
字
岡
三
五
二
の
一
、
字
ど
う
ど
う
一
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二
二
六
の
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、
一
〇
二
二
七
の
二
、
一
〇
二
三
〇
、
字
宮
ケ
谷
一
〇
二
二
九
、
周
東
町

越
字
Ḻ
口
三
五
九

一
、
三
五
九
三
、
三
五
九
四
、
一
三
〇
九
四
、
字
さ
や
の
向
一
〇
一
九
三
、
周
東
町
川
上
字
金
山
一

一
〇
五
六
の
三
、
一
一
〇
五
六
の
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国

市
農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
川
上
字
ス
テ
ン
ケ
浴
一
八
二
七
、
一
八
三
一
の
一
、
一
八
三
二
、
一
八
三
三
、
一
八
三
五
の

二
、
一
八
三
六
、
一
八
三
七
、
一
四
二
五
八
、
字
ゴ
ウ
ラ
一
八
三
八
、
一
八
四
一
の
一
、
一
八
四
一

の
二
、
一
八
四
二
か
ら
一
八
四
七
ま
で
、
一
八
四
九
か
ら
一
八
五
二
ま
で
、
一
八
五
六
、
一
八
六
二

か
ら
一
八
六
五
ま
で
、
一
四
二
五
九
か
ら
一
四
二
六
二
ま
で
、
一
四
二
六
六
、
一
四
二
六
七
、
一
四

二
六
九
、
一
四
二
七
〇
、
字
入
道
ケ
浴
一
八
六
七
、
一
〇
六
〇
七
、
一
〇
六
一
一
、
一
〇
六
一
二
、

一
〇
六
一
五
か
ら
一
〇
六
一
七
ま
で
、
一
〇
六
一
九
、
一
〇
六
二
〇
、
一
〇
六
二
二
か
ら
一
〇
六
二

五
ま
で
、
一
四
二
七
一
、
一
四
二
七
三
、
一
四
二
七
四
、
字
石
神
一
八
六
九
、
一
八
七
一
、
一
八
七

九
、
一
八
八
一
の
一
か
ら
一
八
八
一
の
三
ま
で
、
一
八
八
八
か
ら
一
八
九
一
ま
で
、
一
〇
六
二
六
、

一
〇
六
二
七
、
一
〇
六
二
九
、
一
四
二
七
五
か
ら
一
四
二
七
八
ま
で
、
字
佐
古
田
一
八
九
五
、
一
八

九
六
、
一
九
〇
三
、
一
九
〇
四
、
一
九
一
九
、
一
九
二
一
の
一
、
一
九
二
二
、
一
九
二
三
、
一
五
二

六
三
、
字
横
坂
一
九
三
二
、
一
九
三
三
、
一
九
四
五
、
一
九
五
二
、
一
九
八
一
、
一
九
九
二
、
一
九

九
三
、
一
〇
五
九
四
、
一
〇
五
九
六
、
一
〇
六
三
五
、
一
〇
六
五
二
か
ら
一
〇
六
五
六
ま
で
、
一
四

〇
五
七
、
一
四
二
八
一
、
字
行
畑
一
〇
五
七
八
、
一
〇
五
七
九
、
一
〇
六
四
六
、
一
〇
六
四
七
、
字

米
山
一
〇
五
八
〇
、
一
〇
五
八
一
、
字
こ
の
ゝ
口
一
〇
五
八
二
、
一
〇
五
八
八
、
一
〇
五
八
九
、
字

小
野
一
〇
五
八
三
か
ら
一
〇
五
八
五
ま
で
、
字
を
の
口
一
〇
五
八
六
、
一
〇
五
八
七
、
字
赤
滝
一
〇

五
九
〇
か
ら
一
〇
五
九
二
ま
で
、
字
志
が
つ
か
宇
一
〇
五
九
三
、
字
こ
う
ら
一
〇
五
九
七
、
一
〇
六

〇
一
か
ら
一
〇
六
〇
三
ま
で
、
字
阿
武
原
一
〇
六
〇
五
の
一
、
一
〇
六
〇
五
の
二
、
一
〇
六
〇
六
、

一
〇
六
〇
九
、
一
〇
六
一
〇
、
字
ふ
き
ケ
迫
一
〇
六
三
〇
か
ら
一
〇
六
三
二
ま
で
、
一
〇
六
三
四
、

字
屋
敷
之
後
一
〇
六
三
六
、
字
古
屋
敷
ノ
上
一
〇
六
三
七
、
字
佐
古
田
ノ
浴
一
〇
六
三
八
の
一
、
一

〇
六
三
八
の
二
、
字
須
天
ケ
浴
一
〇
六
四
八
、
一
〇
六
四
八
の
一
、
一
〇
六
四
九
、
字
木
床
一
〇
六

五
〇
、
字
西
ケ
迫
一
〇
六
五
九
、
一
〇
六
六
一
、
字
高
手
一
〇
六
六
二
、
一
〇
六
六
三
、
字
栗
ケ
迫

一
〇
六
六
七

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
五
三
）
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害

令
和
五
年
六
月
三
十
日
の
大
雨
に
よ
り
発
生
し
た
次
の
区
域
に
係
る
災
害
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支

援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害
に
該
当
し
ま
す
。

二
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令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

美
祢
市
の
区
域

（
一
五
四
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
大
迫
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)
異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
五
省
支
部

友
田

有
事
務
所
下
関
市
豊
前
田

町
１
丁
目
７
番

７
号

下
関
市
岬
之
町

８
番
16号

令
和
５
、

７
、
３

自
由
民
主
党
山
口
県
第
三
選
挙

区
支
部

林
芳
正
〃

〃
貴
船
町

４
丁
目
８
番
18

号

宇
部
市
琴
芝
町

２
丁
目
１
番
30

号
〃
〃
９

自
由
民
主
党
山
口
県
と
き
わ
会

支
部

山
本

肇

〃
〃

竹
崎
町

４
丁
目
２
番
33

号

下
関
市
竹
崎
町

４
丁
目
４
番
１

号
〃
６
、
23

代
表
者
山
本

肇
今
津
時
宏

会
計
責
任
者
歌
島
稔
暢

山
本

肇

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
２
区
総

支
部

平
岡
秀
夫
事
務
所
岩
国
市
車
町
１

丁
目
13番
16号

岩
国
市
川
西
３

丁
目
３
番
54号

〃
７
、
７

友
田
た
も
つ
後
援
会

長
富
伊
佐
穂
〃

下
関
市
豊
前
田

町
１
丁
目
７
番

７
号

下
関
市
岬
之
町

８
番
16号

〃
〃
３

野
村
幹
男
後
援
会

岡
本

敏
〃

山
口
市
鋳
銭
司

11315
山
口
市
鋳
銭
司

1315
令
和
４
、

４
、
１

代
表
者
岡
本

敏
持
光
孝
人

令
和
５
、

７
、
25

芙
蓉
会

重
冨
雄
哉
〃

重
冨
雄
哉

重
冨

亮
〃
〃
１

山
口
県
電
気
工
事
工
業
組
合
政

治
連
盟

村
田
正
幸
〃

村
田
正
幸
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